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告          示 

 

大津市告示第193号  

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。 

その関係図面は、平成30年８月１日から同月14日まで大津市役所未来まちづくり部路政課において一般の縦覧

に供する。 

  平成30年８月１日 

大津市長  越    直  美 

路 線 名 区      間 
変 更 の 

前後の別 

敷 地 の 幅 員 

（メートル） 

延 長 

(メートル) 

 

市 章 
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市道幹1002号線 
大津市小野字タタラ谷1611番１地先から 

大津市小野字タタラ谷1611番１地先まで 

変更前 最小13.0～最大22.0 
180.0 

変更後 最小11.2～最大18.0 

市道中2606号線 
大津市茶戸町字追分96番地先から 

大津市茶戸町字追分96番地先まで 

変更前 最小 5.9～最大 8.3 
78.2 

変更後 最小 8.0～最大17.5 

市道中2611号線 
大津市横木二丁目字山面659番地先から 

大津市横木二丁目字山面659番地先まで 

変更前 最小 2.9～最大12.4 
61.2 

変更後 最小 4.0～最大15.0 

市道中4507号線 
大津市竜が丘字日尾312番２地先から 

大津市竜が丘字日尾336番１地先まで 

変更前 最小 3.3～最大 6.0 
62.0 

変更後 最小 5.5～最大 8.0 

市道南1107号線 
大津市園山二丁目字園山592番１地先から 

大津市園山二丁目字園山532番１地先まで 

変更前 最小 3.3～最大 5.2 
104.2 

変更後 最小 4.2～最大10.0 

（平成30年８月１日掲示済） 

 

 

大津市告示第194号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 

その関係図面は、平成30年８月１日から同月14日まで大津市役所未来まちづくり部路政課において一般の縦覧

に供する。 

  平成30年８月１日 

大津市長  越    直  美 

路 線 名 区      間 供用開始年月日 

市道中2606号線 
大津市茶戸町字追分96番地先から 

大津市茶戸町字追分96番地先まで 
平成30年８月１日 

市道中2611号線 
大津市横木二丁目字山面659番地先から 

大津市横木二丁目字山面659番地先まで 
平成30年８月１日 

市道中4507号線 
大津市竜が丘字日尾312番２地先から 

大津市竜が丘字日尾336番１地先まで 
平成30年８月１日 

市道南1107号線 
大津市園山二丁目字園山592番１地先から 

大津市園山二丁目字園山532番１地先まで 
平成30年８月１日 

（平成30年８月１日掲示済） 

 

 

大津市告示第200号 

 大津の子どもをいじめから守る委員会（以下「委員会」という。）の平成29年度の活動状況について、大津市

子どものいじめの防止に関する条例（平成25年条例第１号）第18条第１項の規定により委員会から報告があった

ので、同条第２項の規定により、次のとおり公表する。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

 「次のとおり」は省略し、当該報告に係る書面を大津市役所市民部文化・青少年課いじめ対策推進室に備え置

いて縦覧に供する。 

 

 

大津市告示第201号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として、次のものを指定した。 

  平成30年８月15日 
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大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 
設置者の名称 

主たる事務所

の 所 在 地 

障害福祉 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 
事業所番号 

花きりん 大津市湖城が丘

28番23号 

医療法人藤樹会 大津市滋賀里一

丁目18番41号 

就労移行

支援 

平成30年

８月１日 

2510101351 

Ｆｉｎｄ 大津市滋賀里一

丁目18番41号 

医療法人藤樹会 大津市滋賀里一

丁目18番41号 

自立生活

援助 

平成30年

８月１日 

2510101708 

花きりん 大津市湖城が丘

28番23号 

医療法人藤樹会 大津市滋賀里一

丁目18番41号 

就労定着

支援 

平成30年

８月１日 

2510101716 

障がい者支援

事業所ちよに 

大津市堅田一丁

目５番19号 

株式会社ともに 大津市堅田一丁

目５番19号 

居宅介護・ 

重度訪問

介護・同

行援護・

行動援護 

平成30年

８月１日 

2510101724 

 

 

大津市告示第202号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として指定したもののうち、次のものから廃止の届出があった。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 
設置者の名称 

主たる事務所

の 所 在 地 

障害福祉 

サービス

の 種 類 

廃 止 

年月日 
事業所番号 

合同会社らい

とはうす 

大津市見世一丁

目７番６号 

合同会社らいとはう

す 

大津市見世一丁

目７番６号 

同行援護 平成30年

８月１日 

2510101146 

 

 

 

大津市告示第203号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

に基づき、次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

名  称 所 在 地 自立支援医療の種類 医療の種類 更新年月日 

訪問看護ステーション 

陽だまり 

大津市昭和町８番15号 更生医療 訪問看護 平成30年８月１日 

 

 

大津市告示第204号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき指定医療機関として新たに指定したもの及び指定医療機

関のうち廃止の届出があったものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 指定年月日 

かやはら歯科クリニック 大津市大萱七丁目12番33－101号 平成30年７月１日 
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奥村歯科 大津市一里山一丁目２番４号 平成30年７月１日 

２ 廃止の届出があったもの 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

藤尾医院 大津市大萱一丁目17番５号 平成30年７月１日 

 

 

大津市告示第205号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づく指定介護機関のうち変更又は廃止の届出があったものに

ついて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

１ 変更の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

居宅介護支援事業

所大津 

大津市大門通11番

11号 

株式会社ウエル

ネット 

（変更前） 

京都市中京区聚楽

廻西町191番地 

居宅介護支援 平成30年 

７月１日 

   （変更後） 

京都市中京区聚楽

廻松下町９番地の

７ 

  

洛和ヘルパーステ

ーション大津 

大津市大門通11番

11号洛和大津ビル

１階 

株式会社ウエル

ネット 

（変更前） 

京都市中京区聚楽

廻西町191番地 

訪問介護・第１

号訪問事業 

平成30年 

７月１日 

   （変更後） 

京都市中京区聚楽

廻松下町９番地の

７ 

  

株式会社ウエルネ

ット大津支店 

大津市横木二丁目

５番５号ウエルネ

ット物流センター

内 

株式会社ウエル

ネット 

（変更前） 

京都市中京区聚楽

廻西町191番地 

福祉用具貸与・

介護予防福祉用

具貸与・特定福

祉用具販売・特

定介護予防福祉

用具販売 

平成30年 

７月１日 

  （変更後） 

京都市中京区聚楽

廻松下町９番地の

７ 

 

２ 廃止の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

廃 止 

年月日 

株式会社ヤブタ 大津市南志賀一丁

目１番27号 

株式会社ヤブタ 大津市南志賀一丁

目１番27号 

福祉用具貸与・

介護予防福祉用

具貸与・特定福

祉用具販売・特

定介護予防福祉

用具販売 

平成30年 

３月31日 

 

 

大津市告示第206号 
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生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき医療扶助のための施術を担当する施術者として新たに指

定したもの及び医療扶助のための施術を担当する施術者のうち変更の届出があったものについて、同法第55条の

３の規定により次のとおり告示する。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

１ 新たに指定したもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

山元 正子 草津市下笠町602番地１ 平成30年７月１日 

２ 変更の届出があったもの 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
変更年月日 

櫻井 晋史 （変更前） 

仲野整骨院 

大津市今堅田二丁目28番22号 

平成27年５月１日 

 （変更後） 

さくらい整骨院 

大津市今堅田二丁目28番22号 

 

山﨑 有紀子 （変更前） 

大津市黒津三丁目５番９号 

平成28年９月28日 

 （変更後） 

大津市湖城が丘18番11号ブライトンステージⅡ

202号 

 

吉田 将之 （変更前） 

やすら樹鍼灸マッサージ治療院 

大津市大平一丁目６番２－410号 

平成30年７月１日 

 （変更後） 

やすら樹鍼灸マッサージ治療院 

大津市馬場一丁目11番２号膳所駅前第13森田ビル

２階  

 

 

 

大津市告示第207号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）の規定に基づき指定医療機関として新たに指定したものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり

告示する。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

名  称 所 在 地 指定年月日 

奥村歯科 大津市一里山一丁目２番４号 平成30年７月１日 

 

 

大津市告示第208号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）の規定に基づく指定介護機関のうち変更又は廃止の届出があったものについて、同法第55条の３の規定によ
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り次のとおり告示する。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

１ 変更の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

居宅介護支援事業

所大津 

大津市大門通11番

11号 

株式会社ウエル

ネット 

（変更前） 

京都市中京区聚楽

廻西町191番地 

居宅介護支援 平成30年 

７月１日 

   （変更後） 

京都市中京区聚楽

廻松下町９番地の

７ 

  

洛和ヘルパーステ

ーション大津 

大津市大門通11番

11号洛和大津ビル

１階 

株式会社ウエル

ネット 

（変更前） 

京都市中京区聚楽

廻西町191番地 

訪問介護・第１

号訪問事業 

平成30年 

７月１日 

   （変更後） 

京都市中京区聚楽

廻松下町９番地の

７ 

  

株式会社ウエルネ

ット大津支店 

大津市横木二丁目

５番５号ウエルネ

ット物流センター

内 

株式会社ウエル

ネット 

（変更前） 

京都市中京区聚楽

廻西町191番地 

福祉用具貸与・

介護予防福祉用

具貸与・特定福

祉用具販売・特

定介護予防福祉

用具販売 

平成30年 

７月１日 

  （変更後） 

京都市中京区聚楽

廻松下町９番地の

７ 

 

２ 廃止の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

廃 止 

年月日 

株式会社ヤブタ 大津市南志賀一丁

目１番27号 

株式会社ヤブタ 大津市南志賀一丁

目１番27号 

福祉用具貸与・

介護予防福祉用

具貸与・特定福

祉用具販売・特

定介護予防福祉

用具販売 

平成30年 

３月31日 

 

 

大津市告示第209号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）の規定に基づき医療支援給付のための施術を担当する施術者のうち変更の届出があったものについて、同法

第55条の３の規定により次のとおり告示する。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
変更年月日 

櫻井 晋史 （変更前） 

仲野整骨院 

大津市今堅田二丁目28番22号 

平成27年５月１日 
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 （変更後） 

さくらい整骨院 

大津市今堅田二丁目28番22号 

 

 

 

大津市告示第210号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として、次の者を指定した。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

訪問看護ステー

ションこなん 

大津市中庄一丁

目18番１号創美

ビル３Ｆ 

有限会社湖南 

代表取締役 眞鍋 

元雄 

大津市杉浦町20

番25号 

訪問看護 平成30年

８月１日 

2560190395 

 

 

大津市告示第211号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として指定した次の者から､事業

の廃止の届出があった。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

事業者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

デイサービスぶ

どうの木 

大津市皇子が丘

一丁目８番５号 

一般社団法人頌主会 

 代表理事 尾迫 

貴永 

大津市皇子が丘

一丁目２番２号 

通所介護 2570101655 平成30年 

７月31日 

 

 

大津市告示第212号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項の指定地域密着型サービス事業者として、次の者を指

定した。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

デイサービスぶ

どうの木 

大津市皇子が丘

一丁目８番５号 

一般社団法人頌主会 

 代表理事 尾迫 

貴永 

大津市皇子が丘

一丁目２番２号 

地域密着

型通所介

護 

平成30年

８月１日 

2590100620 

グランメゾン輪

舞館大津真野 

大津市真野二丁

目24番29号 

株式会社グランユニ

ライフケアサービス

関西 

 代表取締役 井上 

 隆司 

京都市下京区因

幡堂町655番地 

認知症対

応型共同

生活介護 

平成30年

８月１日 

2590100638 

憩デイサービス

センター松山 

大津市松山町11

番18号大津京テ

ナントビル１階 

合同会社ライフハピ

ネス 

 代表社員 稲谷 

陽子 

大津市御殿浜７

番22号 

地域密着

型通所介

護 

平成30年

８月１日 

2590100646 

 

 

大津市告示第213号  
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公 告 

介護保険法（平成９年法律第123号）第42条の２第１項の指定地域密着型サービス事業者として指定した次の

者から､事業の廃止の届出があった。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

事業者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

グループホーム

真野陽風荘 

大津市真野二丁

目24番29号 

株式会社ピュアロー

ジュ 

 代表取締役 久保 

 幸司 

京都市南区吉祥

院中河原里西町 

26番地シャルル

葛野大路１階 

認知症対

応型共同

生活介護 

2590100091 平成30年 

７月31日 

 

 

大津市告示第214号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として、次の者を指定した。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

訪問看護ステー

ションこなん 

大津市中庄一丁

目18番１号創美

ビル３Ｆ 

有限会社湖南 

代表取締役 眞鍋 

元雄 

大津市杉浦町20

番25号 

介護予防

訪問看護 

平成30年

８月１日 

2560190395 

 

 

大津市告示第215号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第54条の２第１項の指定地域密着型介護予防サービス事業者として、次

の者を指定した。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

グランメゾン輪

舞館大津真野 

大津市真野二丁

目24番29号 

株式会社グランユニ

ライフケアサービス

関西 

 代表取締役 井上 

隆司 

京都市下京区因

幡堂町655番地 

介護予防

認知症対

応型共同

生活介護 

平成30年

８月１日 

2590100638 

 

 

大津市告示第216号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第54条の２第１項の指定地域密着型介護予防サービス事業者として指定

した次の者から､事業の廃止の届出があった。 

  平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

事業者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

グループホーム

真野陽風荘 

大津市真野二丁

目24番29号 

株式会社ピュアロー

ジュ 

 代表取締役 久保 

幸司 

京都市南区吉祥

院中河原里西町 

26番地シャルル

葛野大路１階 

介護予防

認知症対

応型共同

生活介護 

2590100091 平成30年 

７月31日 
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都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成30年７月24日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

京都市右京区山ノ内荒木町７番

地58 

株式会社エルハウジング 

代表取締役 村井 孝彦 

開発区域 

大津市大萱七丁目字井関

3089番３、3090番１、3091

番１、3092番１、3094番、

3095番及び3097番５並びに

上記地先大津市法定外道路 

開発行為に関する工事の区域 

大津市大萱七丁目字井関

3090番５の一部及び3097番

３の一部並びに上記地先大

津市法定外道路及び普通河

川等 

開発区域 

2,980.68㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

159.71㎡ 

 

平成30年

７月20日 

第1416号 

（平成30年７月24日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成30年７月25日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市際川三丁目32番７号 

株式会社真栄ハウジング 

代表取締役 村山 栄基 

開発区域 

大津市下阪本四丁目字的場

2390番６、2395番２、2396

番２、2412番１、2413番、

2414番、2415番、2416番、

2417番、2418番、2419番、

2420番２、2421番、2435番

２及び2436番並びに上記地

先大津市法定外道路 

開発行為に関する工事の区域 

大津市坂本三丁目字藤ノ木

925番３の一部、同番４の

一部及び同番５の一部並び

に下阪本四丁目字的場2390

番１の一部、2424番１の一

部、2425番１の一部、2431

番２の一部、2433番２の一 

部、2444番３の一部及び2445

番３の一部並びに上記地先

一般国道及び大津市法定外

道路 

開発区域 

2,484.56㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

803.20㎡ 

 

平成30年

７月23日 

第1417号 

（平成30年７月25日掲示済） 
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都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成30年７月30日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市今堅田二丁目40番27－

501号アイエ堅田 

片岡 優仁 

大津市真野一丁目字椿286番２並

びに上記地先大津市法定外道路

及び普通河川等 

354.82㎡ 平成30年

７月24日 

第1418号 

大津市神領三丁目20番９号 

 株式会社ビワックス 

  代表取締役 服部 起久央 

開発区域 

大津市大萱四丁目字草川

2840番２ 

開発行為に関する工事の区域 

大津市大萱四丁目字草川

2845番３の一部並びに上記

地先大津市道及び大津市普

通河川等 

開発区域 

2,751.70㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

244.81㎡ 

平成30年

７月26日 

第1419号 

京都市左京区下鴨北園町79番地

11 

 有限会社ファーストクラス 

  代表取締役 坂下 貴則 

開発区域 

大津市清風町34番１、同番

２及び同番４ 

開発行為に関する工事の区域 

大津市清風町130番の一部、 

132番の一部及び133番の一

部 

開発区域 

1,936.43㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

792.93㎡ 

 

平成30年

７月27日 

第1420号 

（平成30年７月30日掲示済） 

 

 

農用地利用集積計画公告  

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めたので、同法第19条の規定に基づき公告する。 

平成30年８月１日 

大津市長  越    直  美 

「次のように」は省略し、当該農用地利用集積計画書を大津市役所産業観光部農林水産課に備え置いて縦覧に

供する。 

（平成30年８月１日掲示済） 

 

 

道路位置指定公告  

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路として、次のとおりその位置を指

定した。 

なお、関係書類は、大津市役所未来まちづくり部建築指導課に備え、関係人の縦覧に供する。 

平成30年８月６日 

大津市長  越    直  美 

地 名 ・ 地 番 申請人の住所・氏名 
延 長 

(メートル) 

幅 員 

(メートル) 
本数 

大津市真野五丁目字須原1705番

15、1706番３及び同番４ 

東近江市西中野町５番18号 

小梶 貴弘 

28.45 6.00～9.00 １ 
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 守山市水保町593番地 

 西村 和雄 

   

（平成30年８月６日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成30年８月６日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

東京都品川区大崎一丁目11番２

号 

 株式会社ローソン 

  代表取締役 竹増 貞信 

開発区域 

大津市大石東六丁目字赤岩

488番10の一部及び同番11 

開発行為に関する工事の区域 

大津市大石東六丁目字赤岩

488番18の一部  

開発区域 

1,220.79㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

56.00㎡ 

 

平成30年

８月３日 

第1421号 

（平成30年８月６日掲示済） 

 

 

都市公園の開設公告 

都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定に基づき、新たに供用を開始しようとする都市公園の名

称等について、次のとおり公告する。 

平成30年８月15日 

大津市長  越    直  美 

名  称 位  置 区  域 供用開始期日 

関津北公園 関津四丁目 別紙図面のとおり 平成30年８月15日 

関津南公園 関津四丁目 別紙図面のとおり 平成30年８月15日 

「別紙図面のとおり」は省略し、その図面を大津市役所未来まちづくり部公園緑地課において縦覧に供する。 

 


